
料金や管理サービス内容については、管理事業者ごとに違いますので、管理事業者登録名簿や
各管理事業者のパンフレット等をご覧ください。依頼内容につきましては、管理事業者と協議し、
決定してください。

熊本市では、こういったお悩みをお持ちの所有者様に、空き家の管理業務を代行

して行う事業者の情報提供を行っております。熊本市に登録された管理事業者の

名簿一覧を熊本市ホームページにて公開しています。ご自身での管理が難しい場

合は、管理事業者に依頼することもひとつの選択肢です。

【空き家管理サービスのご案内ページ】

実家が空き家になっている…。管理をどうしよう？

毎年、樹木や雑草の手入れが大変。誰かに依頼したい！

遠方に住んでいるため管理に行くのが大変！

長期入院や施設入居で家や庭のお手入れができない…

【お問い合わせ】 熊本市 都市建設局 住宅部 空家対策課

ＴＥＬ：０９６-３２８-２５１４
〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１番１号
ＨＰ ： https://www.city.kumamoto.jp/

https://www.city.kumamoto.jp/
hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id
=26045&class_set_id=3&class_id=2620

熊本市 空き家管理事業者

①外観の点検

③水道の通水

④敷地内・家屋の清掃

⑥庭木の剪定

⑦除草（庭等の草刈り）

⑧家財の処分

②家屋の通風

⑤雨漏りの確認


